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第１【公開買付要項】
 

１【対象者名】

株式会社ウェブマネー

 

２【買付け等をする株券等の種類】

①　普通株式

②　新株予約権

　平成16年３月15日開催の対象者臨時株主総会及び同日開催の対象者取締役会の決議に基づき発行された新株予約権（以

下「本新株予約権」といいます。）

 

３【買付け等の目的】

(1）公開買付けの概要

　この度、当社は、平成23年６月10日開催の取締役会において、対象者を当社の完全子会社とすることを目的として、対象者

の発行済普通株式（本新株予約権の行使により交付される対象者の普通株式を含みます。ただし、対象者が所有する自己

株式を除きます。）及び本新株予約権の全てを対象として、公開買付け（以下「本公開買付け」といいます。）を実施する

ことを決定いたしました。

　本公開買付けに関連して、当社は、対象者の親会社である株式会社フェイス（本書提出日現在の所有株式数26,899株、対

象者が平成23年２月14日に提出した第24期第３四半期報告書に記載された平成22年12月31日現在の対象者の発行済株式

総数62,330株に対する所有株式数の割合43.16％（小数点以下第三位を四捨五入）。以下「フェイス」といいます。）との

間で、その所有する対象者の普通株式の全てについて本公開買付けに応募する旨の公開買付応募契約（以下「本応募契

約」といいます。）を平成23年６月10日付で締結しております。本応募契約の概要については、下記「(3）公開買付者と対

象者の株主との間における本公開買付けへの応募に係る重要な合意に関する事項」をご参照下さい。

　本公開買付けにおいては、買付予定数の下限を40,068株（対象者が平成23年２月14日に提出した第24期第３四半期報告

書に記載された平成22年12月31日現在の対象者の発行済株式総数62,330株に、同四半期報告書に記載された平成22年12月

31日現在の本新株予約権の目的となる対象者の普通株式の数の最大数（1,900株）を加えた数（64,230株）から、同四半

期報告書に記載された平成22年12月31日現在の対象者が所有する自己株式数（4,129株）を控除した株式数（60,101株）

に、３分の２を乗じた株式数）に設定しており、本公開買付けに応じて売付け等がなされた株券等（以下「応募株券等」

といいます。）の数の合計が買付予定数の下限に満たない場合には、当社は応募株券等の全部の買付けを行いません。一

方、当社は、本公開買付けにおいては、買付予定数の上限を設けておりませんので、応募株券等の数の合計が買付予定数の

下限以上の場合には、当社は、応募株券等の全部の買付けを行います。

　なお、対象者によれば、平成23年６月10日開催の対象者取締役会において、下記「(6）本公開買付けの公正性を担保する

ための措置」の「②　対象者における独立した第三者算定機関からの株価算定書の取得」に記載の株価算定書、同「③　独

立した法律事務所からの助言」に記載の法的助言、同「④　対象者における独立した第三者委員会の設置」に記載の第三

者委員会の意見書その他の関連資料を踏まえ、当社による対象者の完全子会社化を目的とした本公開買付けに関する諸条

件について慎重に協議、検討を行った結果、成長戦略遂行をより確かなものとするため、戦略的事業パートナーとの強固な

関係を構築し、短期的な業績にとらわれることなく中長期的な視野に立ちスピード感をもって事業展開していくことが最

善の策であるとの判断に至り、当社を戦略的事業パートナーとし、その完全子会社として事業展開していくことが中長期

的に対象者の企業価値の向上を実現していくために有効であると判断するとともに、本公開買付けにおける普通株式の買

付け等の価格（以下「本公開買付価格」といいます。）及び本公開買付けのその他の諸条件は対象者の株主にとって妥当

であり、本公開買付けは、少数株主を含む対象者の株主に対して合理的な株式売却の機会を提供するものであると判断し、

また、本新株予約権については、当社が取得してもこれを行使できないおそれがあることに鑑み、第三者算定機関から価値

算定に関する意見を取得しておらず、本新株予約権にかかる公開買付価格の妥当性についての検証を行っていないことか

ら、平成23年６月10日開催の対象者取締役会において、本公開買付けについて賛同の意見を表明するとともに、対象者の株

主に対し本公開買付けに応募することを推奨する旨、及び本新株予約権に関して本公開買付けに応募するか否かについて

は、新株予約権者の判断に委ねる旨の決議をしたとのことです。

　なお、対象者の取締役のうち、本応募契約を締結しているフェイスの持分法適用関連会社である日本コロムビア株式会社

（以下「コロムビア」といいます。）の取締役を兼任している吉田眞市氏及び阿部敏則氏は、利益相反の疑い回避の観点

から、対象者取締役会の上記決議に関する審議及び決議には参加していないとのことです。また、監査役のうち、フェイス

の取締役を兼任している佐伯浩二氏は、同様の観点から、対象者取締役会の上記決議に関する審議には参加していないと

のことです。
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　上記対象者取締役会においては、コロムビアの取締役を兼任している上記取締役２名を除く取締役の全員が出席し、出席

取締役３名の全員一致で上記決議を行っているとのことです。また、フェイスの取締役を兼任している上記監査役１名を

除く監査役３名（うち社外監査役３名）の全員が、上記対象者取締役会に出席し、上記決議に異議はない旨の意見を述べ

ているとのことです。

　本公開買付けによって対象者の発行済普通株式の全てを取得できなかった場合には、公開買付者は、本公開買付け後に、

公開買付者が対象者の発行済株式の全てを取得することとなるように完全子会社化のための手続（詳細は、下記「(4）本

公開買付け後の組織再編等の方針（いわゆる二段階買収に関する事項）」に記載のとおりです。）を実施する予定です。

 

(2）本公開買付けを実施するに至った背景、目的及び意思決定の過程並びに本公開買付け後の経営方針

　当社は、平成12年10月に第二電電株式会社、ＫＤＤ株式会社及び日本移動通信株式会社の合併により、発足いたしました。

発足以来、国内で唯一、固定通信と移動通信を総合的に提供する通信事業者として、ａｕ携帯電話サービス等を提供する

「移動通信事業」、国内・国際通信サービス、インターネットサービス等を提供する「固定通信事業」を主な事業内容と

して展開しております。

　現在、移動通信市場においては、低廉な料金サービスの提供、スマートフォンを中心とした多種・多様な携帯電話端末、タ

ブレット端末や電子書籍端末、音楽・映像・電子書籍等のコンテンツやサービスの提供等を通じ、お客様獲得に向けた競

争が一段と激しさを増しております。また、固定通信市場におけるＦＴＴＨサービスを中心としたブロードバンドサービ

ス等の展開に加え、固定通信と移動通信、あるいは通信と放送の融合が進展しつつあり、更なるサービス利便性の向上、ト

ラフィック急増、オープンなインターネットを前提としたビジネスモデルの多様化やグローバルプレイヤーとの競合等、

当社を取り巻く事業環境は大きな変化を迎えております。

　当社はこの変化を事業機会と捉え、更なる成長を目指し、新しいビジネスモデルへ移行するために、「もっと身近に！」

「もっといろんな価値を！」「もっとグローバルへ！」という３つの事業ビジョンのもと、国内事業の成長戦略として

「３Ｍ戦略」、海外事業の拡張に向けた「グローバル戦略」を策定しております。

　３Ｍ戦略とは、「マルチユース（Multi-use）」「マルチネットワーク（Multi-network）」「マルチデバイス

（Multi-device）」の頭文字であり、お客様に、音楽・映像・電子書籍・ゲームなどの色々なコンテンツやサービスを、お

客様が求める利用シーン（マルチユース）で、当社グループが有する携帯電話（３Ｇ／ＬＴＥ）、ＦＴＴＨ、ＣＡＴＶ、Ｗ

ｉＭＡＸやＷｉ－Ｆｉ等を有機的に結んだネットワーク（マルチネットワーク）により、スマートフォン、タブレット端

末、電子書籍端末やＰＣ等あらゆるデバイス（マルチデバイス）をいつでもどこでも快適にご利用頂ける世界を実現して

いく事業戦略です。

　また、３Ｍ戦略が創り出す世界において、あらゆるデバイス、ネットワーク及び利用シーンに対応し、オープンな環境で利

用可能なプラットフォームの重要性が高まってまいります。その共通利用可能なプラットフォームの中でも、お客様に便

利で安心な魅力ある決済サービスが提供されることは、重要であると考えております。

　これまで当社は、ａｕ携帯電話を契約しているお客様向けの決済サービスとして、コンテンツやサービスなどの購入代金

をａｕの通話料金と合算して支払うことができるキャリア決済サービス（ａｕかんたん決済等）を提供してまいりまし

た。しかしながら、お客様の決済手段に対するニーズは電子マネー、クレジットカードなど多様化しております。また、マル

チネットワーク、マルチデバイスの拡大により、お客様が様々なサービスをご利用頂く機会も想定されます。当社は、お客

様の更なる利便性の向上のために、決済サービスを拡充することが、不可欠であると考えております。

　一方、対象者は昭和63年に設立され、平成11年に電子マネー事業を開始し、サーバー管理型電子マネー「WebMoney」の発

行・販売及び電子決済サービスを主たる事業として展開しております。
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　「WebMoney」はインターネット上で提供されるオンラインゲームサービス、音楽・映像等デジタルコンテンツ配信サー

ビスなどの電子商取引における決済機能を有しております。顧客は、コンビニエンスストアやインターネット上で

「WebMoney」を購入し、対象者加盟店の各種サービスを利用する際に16桁の英数字から成る固有のプリペイド番号を入力

するだけで決済が完了します。個人情報を入力する必要がないため、「かんたん、安全、便利」を特徴としています。対象者

の「WebMoney」決済システムの主な提供先はオンラインゲーム市場及びソーシャルゲーム市場の事業者であり、市場の拡

大に伴い対象者決済額は増加を続けており、対象者を取り巻く事業環境は今後も成長が期待できるものと考えておりま

す。

　このような状況の中、当社は、本年１月、対象者の親会社であるフェイスが、対象者の新たなパートナーを検討するため

に、保有する対象者株式の譲渡を複数の買付候補者に打診したことに始まる入札プロセスに参加し、フェイス及び対象者

から提出された対象者の事業・財務・法務等に関する資料の精査、対象者の経営陣との面談等のデュー・ディリジェンス

を実施し、対象者株式の取得について分析、検討を進めてまいりました。

　当社はフェイスに、かかる分析、検討を経た買付価格を含む本公開買付けに関する条件を提示し、フェイスの選考の結果、

本年４月、最終買付者候補者として選定され、その後の交渉を経て諸条件の合意に至ったことから平成23年６月10日に本

応募契約を締結いたしました。

　また、公開買付者と対象者は、同日付で、公開買付賛同契約（以下「本賛同契約」といいます。）を締結しております。本

賛同契約の概要は以下のとおりです。

①　対象者は、公開買付者による本公開買付けの買付け等の期間（以下「公開買付期間」といいます。）の満了するまで

の間、本公開買付け以外に対象者の株式について法第27条の２以下に規定される公開買付けが実施されたことその他

の合理的な理由がない限り、本公開買付けに賛同し対象者の株主に対して本公開買付けへの応募を勧める旨の出席し

た取締役全員の一致による取締役会決議を維持し、これを撤回又は変更する取締役会決議を行わない。

②　対象者は、本賛同契約締結後、公開買付者との協議により両者が合意した内容に基づき、令第14条第１項第４号の

「許可等」の公開買付者による取得、その他本公開買付けを成立させるために必要な協力を行う。

③　対象者は、対象者の新株予約権の所有者をして、当該新株予約権の全部を行使させ、その結果当該所有者が取得した

対象者の株式の全部を本公開買付けに応募させるために合理的な努力を行う。

④　対象者は、対象者の従業員持株会が保有する全ての対象者の株式が本公開買付けに応募されることとなるよう、公開

買付者と協議の上、合理的な努力をする。

⑤　対象者は、本賛同契約締結以後公開買付期間が満了するまでの期間、更に本公開買付けが成立した場合は下記「(4）

本公開買付け後の組織再編等の方針（いわゆる二段階買収に関する事項）」に記載のその後に予定された一連の手

続（以下、本公開買付けと併せて「本取引」と総称します。）による対象者の完全子会社化が完了するまでの期間、善

良なる管理者の注意をもって、かつ、本賛同契約締結日以前に行っていたところと実質的に同一かつ通常の業務遂行

の方法により、対象者の業務の執行及び財産の管理・運営を行うものとし、剰余金の配当、資本構成の変更及び組織再

編行為その他通常の業務の範囲を超える行為又は対象者の経営・事業・財産に重大な影響を及ぼす行為を行う場合

には、公開買付者に予め同意を得る。ただし、その行為を行わないことが対象者の取締役としての善良なる管理者の注

意義務又は忠実義務の違反を構成するおそれがあると合理的に判断される場合等についてはこの限りでない。

⑥　本公開買付けが成立した場合には、その後公開買付者の指定する者が対象者の役員に選任されるまでの期間、対象者

は、(ｉ)対象者の取締役のうち、本年６月に開催される定時株主総会における対象者の提案に係る取締役選任議案の

候補者とされない者が、同定時株主総会終結時をもって任期満了により退任する場合及び(ⅱ)公開買付者と別途合意

した場合を除き、現在の経営体制（正当な事由がある場合を除き、対象者の役員が引き続きその地位に留まりその職

務を継続すること、及び対象者の代表取締役社長が、引き続き対象者の唯一の代表取締役としてその地位に留まりそ

の職務を継続するとともに、その権限の範囲内において、対象者の通常業務の決定と執行を行うことを含む。）の維持

に努める。ただし、本公開買付けが成立した場合において、公開買付者が別途請求するときは、対象者は、速やかに株主

総会を開催した上で、公開買付者の指定する者を対象者の役員に選任するための議案を株主総会に上程する。また、本

公開買付けが成立した場合には、その後公開買付者の指定する者が対象者の役員に選任されるまでの期間、対象者は、

対象者の取締役会及び経営会議に対して公開買付者が指定する者２名をオブザーバーとして参加等させる。
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⑦　対象者は、公開買付者が本公開買付けによって対象者の株式の全部を取得できなかった場合には、本公開買付けの完

了後、対象者の株主を公開買付者のみとするための手続として公開買付者が指定する手続を行うため、公開買付者に

対して必要な協力を行う。ただし、本公開買付けの完了後の公開買付者の株券等所有割合、公開買付者以外の対象者の

株主の対象者の株式の所有状況及び関係法令についての当局の解釈等の状況等によって、対象者の取締役としての善

管注意義務及び忠実義務に反するおそれがあると合理的に判断される場合にはこの限りではない。

 

　対象者のサーバー管理型電子マネーは、特定のデバイスに依存せず、オープンなインターネット環境で利用され、また、プ

リペイドにて決済を提供するものであることから、当社のキャリア決済サービスのマーケットや商流、あるいは、顧客セグ

メントやニーズを補完する位置付けにあります。当社は、対象者をグループ会社化することにより、両社の決済サービスを

統合的な決済プラットフォームとして提供することで、インターネットサービスのマーケット全体において、お客様に

とって極めて利便性の高いサービスを実現することができるものと考えております。

①　対象者のサーバー管理型電子マネーとキャリア決済サービスの一体化

　対象者のサーバー管理型電子マネーとキャリア決済サービスを一体的に提供することにより、対象者のサーバー管

理型電子マネーの認知度の更なる向上と利用シーンの拡大を図り、インターネットサービスのマーケットにおける地

位確立とシェア向上が期待できます。

②　ａｕショップでの対象者の電子マネーの販売

　当社は、顧客とのタッチポイントとして、全国に約2,500店舗のａｕショップを運営しております。ａｕショップでの

対象者の電子マネーの販売、及びａｕショップでの販売促進キャンペーンとしての対象者の電子マネーの利用によ

り、対象者の売上の拡大を図ることが期待できます。

③　送金事業との連携の可能性

　当社は、グローバル送金・決済プラットフォーム事業を推進しており、このプラットフォームと対象者の電子マネー

システムを連携することで、電子マネーで入金し、世界各国に対し現金で送金する事業を構築できる可能性がありま

す。

④　アジア市場等海外市場への進出

　アジア市場では、オンラインゲームの提供事業者等が各々で独自の電子マネーを発行しており、対象者の運営する電

子マネーのように、特定の事業者に利用を限定されない、汎用性の高い電子マネーのニーズが今後高まることが想定

されます。当社コンテンツ事業のアジアへの展開に併せ、当社決済プラットフォームに対象者の電子マネーを組み込

むことで、対象者の更なる事業機会の拡大が期待できます。

 

　以上、当社は対象者を次世代の統合的な決済プラットフォーム構築のために重要な機能を担うことができる存在である

と認識しております。対象者を当社の完全子会社とすることにより、統一的かつ迅速な意思決定及び戦略実行を速やかに

行うことが可能となります。これにより当社と対象者による相乗効果の最大化を図ることができると考えるに至り、対象

者を完全子会社化する方針を決定いたしました。

　当社は、対象者を完全子会社化した後は、両社で将来ビジョンを共有しながら積極的な事業展開を図り、利便性の高い決

済プラットフォームを構築することで、成長戦略の柱の一つである３Ｍ戦略を一層推進する一方、両社協業による相乗効

果の極大化を図ってまいりたいと考えております。

　なお、今後の対象者の経営体制につきましては、本公開買付けの成立後、当社の指定する者が対象者の役員に選任される

までの期間においては、対象者の取締役会及び経営会議に対して当社が指定する者２名をオブザーバーとして参加等させ

ることを予定しております。

　なお、当社は、本公開買付け成立後、対象者に対して取締役等の役員を派遣することを検討しておりますが、その他本公開

買付け成立後の対象者の経営体制の詳細については、対象者の役員の留任可能性を含め、今後対象者と協議・検討の上、慎

重に決定する予定です。

 

(3）公開買付者と対象者の株主との間における本公開買付けへの応募に係る重要な合意に関する事項

　当社は、対象者の親会社であるフェイスとの間で、平成23年６月10日付で本応募契約を締結し、フェイスの所有する対象

者の普通株式の全て（以下「応募対象株式」といいます。）を本公開買付けに応募する旨の合意をしております。ただし、

本応募契約におけるフェイスの応募義務は、(ⅰ)同契約書における当社の表明及び保証（当社の適法な設立・有効な存

続、本応募契約を締結し履行する権限の存在、本応募契約に必要な手続の履践、本応募契約についての強制履行の可能性、

本応募契約の締結及び履行に必要な許認可等の取得、本応募契約の締結及び履行の関係法令・契約等との抵触の不存在、

本公開買付けの決済に支障を生じさせる事由の不存在、本公開買付けの結果取得する応募対象株式について直ちに転売す

る予定がないこと等）が重要な点において真実かつ正確であること、並びに(ⅱ)同契約書に基づき本公開買付けの開始日

までに当社が履行又は遵守すべき義務（本公開買付けを実施する義務、秘密保持義務、本応募契約上の地位・権利義務を

第三者に譲渡等してはならない義務）が重要な点において全て履行又は遵守されていること、さらに(ⅲ)当社が、応募対
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象株式を取得するために、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律（昭和22年法律第54号。その後の改正を含み

ます。以下「独占禁止法」といいます。）第10条第２項の定めにより公正取引委員会に提出する届出に対し、公開買付期間

の末日の前日までに、公正取引委員会から対象者の株式の処分や事業の一部の譲渡等を命じる内容の排除措置命令の事前

通知を受けておらず、当該事前通知を受ける可能性のある期間が終了しており、かつ、同法第10条第１項の規定に違反する

疑いのある行為をする者として裁判所の緊急停止命令の申立てを受けていないことを前提条件としております。なお、本

応募契約上、上記の前提条件が充足されない場合であっても、フェイスが自らの判断で本公開買付けに応募することは禁

止又は制限されておりません。また、本応募契約においては、①対象者の普通株式を対象とする他の公開買付けで買付予定

数に上限が付されていないもの（以下「対抗公開買付け」といいます。）が開始された場合で、(ⅰ)対抗公開買付けに係

る対象者の普通株式１株の買付価格が本公開買付価格（本公開買付価格が変更された場合には当該変更後の買付価格）

の110％に相当する額以上である場合で、かつ(ⅱ)フェイスが対抗公開買付けに応募しないこと（既に本公開買付けに応

募している場合は、その結果成立した応募株式の買付けに係る契約を解除しないことを含みます。）がフェイスの取締役

の善管注意義務に違反するおそれが高いと合理的に判断される旨の弁護士からの意見書がフェイスに対して提出される

等した場合には、フェイスは、公開買付者に対し、金３億円を支払うことにより、本公開買付けに応募せず、又は本応募の結

果成立した応募対象株式の買付けに係る契約を解除することができる旨や、②本応募契約締結後に開催される対象者の株

主総会におけるフェイスの議決権行使に関し、公開買付者の事前の同意がある場合を除き、対象者が平成23年６月開催予

定の第24期定時株主総会において提案する予定の議案以外の全ての議案及び動議に反対する旨についても合意しており

ます。

 

(4）本公開買付け後の組織再編等の方針（いわゆる二段階買収に関する事項）

　当社は、上記「(2）本公開買付けを実施するに至った背景、目的及び意思決定の過程並びに本公開買付け後の経営方針」

に記載のとおり、対象者を当社の完全子会社とすることを目的としており、本公開買付けにおいて対象者の発行済普通株

式（ただし、対象者が所有する自己株式を除きます。）の全てを取得できなかった場合には、以下に述べる方法により、対

象者の発行済普通株式（ただし、対象者が所有する自己株式を除きます。）の全てを取得することを企図しております。具

体的には、本公開買付けが成立した後、当社は、本年12月末を目処に対象者の完全子会社化手続を完了させるよう、①対象

者において普通株式とは別の種類の株式を発行できる旨の定款の一部変更を行うことにより、対象者を会社法（平成17年

法律第86号。その後の改正を含みます。以下「会社法」といいます。）の規定する種類株式発行会社とすること、②対象者

の発行する全ての普通株式に全部取得条項（会社法第108条第１項第７号に規定する事項についての定めをいいます。以

下同じです。）を付すことを内容とする定款の一部変更を行うこと、及び③対象者が全部取得条項の付された対象者の普

通株式の全部（ただし、対象者が所有する自己株式を除きます。）を取得し、当該取得と引き換えに普通株式とは別個の種

類の対象者の株式を交付すること、並びに以上①乃至③を付議議案に含む臨時株主総会を開催し、上記①乃至③を上程す

ること、及び上記②の定款一部変更を付議議案に含む対象者の普通株主による種類株主総会を開催し、上記②を上程する

ことを対象者に要請する予定です。なお、当社は、上記の臨時株主総会及び種類株主総会において上記各議案に賛成する予

定です。

　上記各手続が実行された場合には、対象者の発行する全ての普通株式に全部取得条項が付された上で、その全て（ただ

し、対象者が所有する自己株式を除きます。）が対象者に取得されることとなり、対象者の株主（ただし、対象者を除きま

す。）には当該取得の対価として対象者の別個の種類株式が交付されることになりますが、対象者の株主のうち交付され

るべき当該別個の種類株式の数が１株に満たない端数となる株主に対しては、会社法第234条その他の関係法令の定める

手続に従い、当該端数の合計数（合計した数に端数がある場合には当該端数は切り捨てられます。）に相当する当該別個

の種類株式を売却すること等によって得られる金銭が交付されることになります。なお、当該端数の合計数に相当する当

該別個の種類株式の売却価格については、当該売却の結果、各株主に交付されることになる金銭の額が、本公開買付価格に

当該各株主が所有していた対象者の普通株式の数を乗じた価格と同一となるよう算定される予定です。また、全部取得条

項が付された対象者の普通株式の取得の対価として交付する対象者の株式の種類及び数は、本書提出日現在未定ですが、

当社は対象者に対し、当社が対象者の発行済株式（ただし、対象者が所有する自己株式を除きます。）の全てを所有するこ

ととなるよう、本公開買付けに応募されなかった対象者の株主に対し交付しなければならない対象者の株式の数が１株に

満たない端数となるよう要請する予定です。

　上記各手続に関連する少数株主の権利保護を目的とした会社法上の規定として、(ⅰ)上記②の普通株式に全部取得条項

を付す旨の定款変更を行うに際しては、会社法第116条及び第117条その他の関係法令の定めに従って、株主はその有する

株式の買取請求を行うことができる旨が定められており、また、(ⅱ)上記③の全部取得条項が付された株式の全部の取得

が株主総会において決議された場合には、会社法第172条その他の関係法令の定めに従って、株主は当該株式の取得の価格

の決定の申立てを行うことができる旨が定められています。

　なお、対象者の発行する全ての普通株式に全部取得条項を付し、当該株式を全て取得するのと引換えに対象者の別個の種

類の株式を交付するという上記の方法については、関係法令についての当局の解釈等の状況、並びに本公開買付け後の当

社による対象者の株式の所有状況及び当社以外の対象者の株主による対象者の株式の所有状況等により、実施に時間を要
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し、又は実施の方法に変更が生じる可能性があります。ただし、上記方法を変更する場合でも、対象者の各株主に最終的に

交付されることになる金銭等については、本公開買付価格を基準として算定される予定です。

　以上の場合における具体的な手続及びその実施時期（なお、現時点では、本年12月末を目処に対象者の完全子会社化手続

を完了させることを予定しています。）等については、対象者と協議のうえ、決定次第、対象者が速やかに公表する予定で

す。

　なお、本公開買付けは、上記臨時株主総会及び種類株主総会における対象者の株主の皆様の賛同を勧誘するものでは一切

ありません。また、本公開買付けへの応募、上記各手続の実行によって交付される対価としての金銭等の受領、又は上記各

手続の実行に係る株式買取請求による買取り等の場合の税務上の取扱いについては、各自の税務アドバイザーにご確認い

ただきますようお願いいたします。

 

(5）上場廃止となる見込み及びその事由

　対象者の普通株式は、本書提出日現在、株式会社大阪証券取引所の開設する市場であるＪＡＳＤＡＱ市場スタンダード

（以下「ＪＡＳＤＡＱ市場」といいます。）に上場されております。しかしながら、当社は本公開買付けにおいて買付予定

数に上限を設定していないため、本公開買付けの結果次第では、対象者の普通株式は、ＪＡＳＤＡＱ市場の上場廃止基準に

従い、所定の手続を経て上場廃止となる可能性があります。また、本公開買付けの完了時点で当該基準に該当しない場合で

も、本公開買付けが成立した場合、上記「(4）本公開買付け後の組織再編等の方針（いわゆる二段階買収に関する事

項）」に記載のとおり、当社は、適用法令に従い、対象者の発行済普通株式の全て（ただし、対象者が所有する自己株式を

除きます。）の取得を目的とした手続を実施することを予定しておりますので、その場合、対象者の普通株式はＪＡＳＤＡ

Ｑ市場の上場廃止基準に従い、所定の手続を経て上場廃止となります。なお、上場廃止後は、対象者の普通株式をＪＡＳＤ

ＡＱ市場において取引することはできません。

　また、上記「(4）本公開買付け後の組織再編等の方針（いわゆる二段階買収に関する事項）」に記載の各手続が実行さ

れる場合、全部取得条項が付された対象者の普通株式の対価として交付されることとなる別の種類の対象者の株式の上場

申請は行われない予定であります。

 

(6）本公開買付けの公正性を担保するための措置

①　公開買付者による独立した第三者算定機関からの株式価値算定書の取得

　当社は、本公開買付価格の決定にあたり、当社及び対象者から独立した第三者算定機関としてのフィナンシャル・アド

バイザーである野村證券株式会社（以下「野村證券」といいます。）より提出された株式価値算定書（以下「本株式価

値算定書」といいます。）を参考にいたしました。

　野村證券は、本公開買付けにおける算定手法を検討した結果、市場株価平均法、類似会社比較法及びディスカウンテッ

ド・キャッシュ・フロー法（以下「ＤＣＦ法」といいます。）の各手法を用いて、対象者の普通株式の価値算定を行い

ました。なお、当社は、野村證券から本公開買付価格の公正性に関する評価（フェアネス・オピニオン）を取得しており

ません。

　本株式価値算定書によると、採用した手法及び当該手法に基づいて算定された対象者の普通株式１株当たりの株式価

値の範囲は以下のとおりです。

市場株価平均法：217,185円から278,560円

類似会社比較法：192,630円から294,976円

ＤＣＦ法：　　　305,372円から379,704円

　市場株価平均法では、基準日を平成23年６月９日として、ＪＡＳＤＡＱ市場における対象者の普通株式の直近６ヵ月平

均（217,185円（小数点以下四捨五入））、直近３ヵ月平均（235,470円（小数点以下四捨五入））、直近１ヵ月平均

（264,565円（小数点以下四捨五入））、直近１週間平均（278,560円（小数点以下四捨五入））及び基準日終値

（273,600円）を基に、対象者の普通株式を分析し、１株当たり株式価値を217,185円から278,560円までと算定しており

ます。

　類似会社比較法では、対象者と比較的類似する事業を営む上場会社の市場株価や収益性等を示す財務指標との比較を

通じて対象者の普通株式を分析し、１株当たり株式価値を192,630円から294,976円までと算定しております。

　ＤＣＦ法では、対象者の事業計画、直近までの業績の動向、一般に公開された情報等の諸要素を考慮した対象者の収益

予想に基づき、対象者が将来生み出すと見込まれるフリー・キャッシュ・フローを、一定の割引率で現在価値に割り引

いて企業価値や対象者の普通株式の価値を分析し、１株当たり株式価値を305,372円から379,704円までと算定していま

す。

　当社は、野村證券から取得した本株式価値算定書の各手法の算定結果に加え、対象者に対するデュー・ディリジェンス

の結果、対象者の普通株式の市場株価動向、対象者による本公開買付けへの賛同の意見表明の可否、過去の発行者以外の

者による株券等の公開買付けにおいて市場価格に付与されたプレミアムの実例及び本公開買付けに対する応募の見通

し等を総合的に勘案し、かつ、フェイス及び対象者との協議・交渉の経過等も踏まえ、最終的に平成23年６月10日開催の
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取締役会において、本公開買付価格を１株当たり327,000円とすることを決定いたしました。

　なお、本公開買付価格は、本公開買付けの公表日の前営業日である平成23年６月９日のＪＡＳＤＡＱ市場における対象

者の普通株式の終値273,600円に対して19.52％（小数点以下第三位四捨五入）のプレミアムを、平成23年６月９日まで

の過去１ヵ月間のＪＡＳＤＡＱ市場における対象者の普通株式の終値の単純平均値264,565円（小数点以下四捨五入）

に対して23.60％（小数点以下第三位四捨五入）のプレミアムを、平成23年６月９日までの過去３ヵ月間のＪＡＳＤＡ

Ｑ市場における対象者の普通株式の終値の単純平均値235,470円（小数点以下四捨五入）に対して38.87％（小数点以

下第三位四捨五入）のプレミアムを、平成23年６月９日までの過去６ヵ月間のＪＡＳＤＡＱ市場における対象者の普通

株式の終値の単純平均値217,185円（小数点以下四捨五入）に対して50.56％（小数点以下第三位四捨五入）のプレミ

アムを、それぞれ加えた価格であります。

　また、本公開買付価格327,000円は、本書提出日の前営業日である平成23年６月10日のＪＡＳＤＡＱ市場における対象

者の普通株式の終値285,000円に対して14.74％（小数点以下第三位四捨五入）のプレミアムを加えた金額となります。

　また、本公開買付けの対象となる本新株予約権は、ストックオプションとして発行されたものであり、本新株予約権の

権利行使に係る条件として、本新株予約権の行使時において対象者の取締役、従業員及びこれらに準じる地位にあるこ

と等を要するとされています。したがって、当社が本公開買付けにより本新株予約権を取得したとしてもこれらを行使

できないと解されることから、当社は、本新株予約権の買付価格を１個につき１円と設定しております。

 

②　対象者における独立した第三者算定機関からの株価算定書の取得

　対象者によれば、対象者は、本公開買付けに関する意見を決定するにあたり、当社、フェイス及び対象者から独立した第

三者算定機関である大和証券キャピタル・マーケッツ株式会社（以下「大和証券ＣＭ」といいます。）に対し、対象者

の株式価値の算定を依頼し、平成23年６月９日付で大和証券ＣＭから株価算定書を取得したとのことです（なお、対象

者は大和証券ＣＭから本公開買付価格の公正性に関する意見（フェアネス・オピニオン）は取得していないとのこと

です。）。大和証券ＣＭによる対象者の株式価値の算定結果は、以下のとおりとのことです。

　大和証券ＣＭは、対象者から事業の現状、将来の事業計画等の資料を取得したうえで当該内容についての説明を受け、

それらの情報を踏まえて、対象者の株式価値を算定したとのことです。大和証券ＣＭの株価算定書では、対象者が継続企

業であるとの前提の下、対象者の株式価値について多面的に評価することが適切であるとの考えに基づき、市場株価法

及びＤＣＦ法の各手法を用いて、対象者の株式価値が算定されているとのことです。市場株価法は、対象者株式の株式市

場における株価を基に株式価値を評価する手法であり、上場企業の株式価値評価における客観的な評価手法であると考

え、採用しているとのことです。市場株価法では、平成23年６月８日を算定基準日とし、対象者株式の株式市場における

直近１ヵ月間、３ヵ月間及び６ヵ月間の各期間における株価終値平均値（それぞれ、264,357円（小数点以下四捨五

入）、234,567円（小数点以下四捨五入）及び216,317円（小数点以下四捨五入））を分析した上で、対象者株式の１株

当たりの株式価値を216,317円から264,357円と算定しているとのことです。ＤＣＦ法は、企業の将来キャッシュフロー

（収益力）に基づく評価手法であるため、継続企業の評価を行う上で適した手法であると考え、採用しているとのこと

です。ＤＣＦ法では、対象者の事業計画を基礎として算定した将来キャッシュフローを、一定の割引率で現在価値に割り

引くことによって企業価値を評価し、対象者株式の１株当たりの株式価値を257,128円から306,239円と算定していると

のことです。

　なお、第三者算定機関である大和証券ＣＭは、公開買付者、フェイス及び対象者の関連当事者には該当せず、本公開買付

けに関して記載すべき重要な利害関係を有していないとのことです。

 

　なお、対象者は、本新株予約権については、公開買付者が取得してもこれを行使できないおそれがあることに鑑み、第三

者算定機関から価値算定に関する意見を取得していないとのことです。

 

③　独立した法律事務所からの助言

　対象者によれば、対象者は、本公開買付けを含む本取引に係る審議に慎重を期し、対象者の取締役会の意思決定の公正

性及び適正性を担保するために、当社、フェイス及び対象者から独立したリーガル・アドバイザーであるＴＭＩ総合法

律事務所を選任し、本公開買付けを含む本取引に対する対象者の取締役会の意思決定の方法及び過程等について法的助

言を受けているとのことです。

 

④　対象者における独立した第三者委員会の設置

　対象者によれば、対象者取締役会は、平成23年４月21日、対象者の意思決定過程における恣意性を可及的に排除すると

ともに、公正性、透明性及び客観性のある意思決定過程を確立することを目的として、当社、フェイス及び対象者から独

立した外部の有識者である江野澤哲也氏（株式会社ジーアシスト代表取締役）、杉山正樹氏（公認会計士、クロスポイ

ントアドバイザリー株式会社代表取締役）及び田中信隆氏（弁護士、弁護士法人大江橋法律事務所）の３名によって構

成される第三者委員会を設置し、対象者取締役会が本公開買付けについて検討するにあたって、第三者委員会に対し、
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(a)本取引の目的の正当性（本取引による対象者企業価値の向上の有無）、(b)公開買付価格の公正性に関する事項、(c)

意思決定に至る手続の適正性、(d)上記を踏まえ、対象者の意思決定が少数株主に不利益でないか否かを諮問することを

決議したとのことです。なお、対象者は、当初から上記の３氏を第三者委員会の委員として選定しており、第三者委員会

の委員を変更した事実はないとのことです。

　第三者委員会は、平成23年４月22日より同年６月９日まで合計８回開催され、上記諮問事項について検討を行い、また、

かかる検討にあたり、対象者から、本取引の目的及びこれにより向上することが見込まれる対象者の企業価値の具体的

内容等についての説明を受けたとのことです。また、当社から、当社の提案内容、本取引の目的、本取引後の経営方針等に

ついての説明を行い、フェイスから本応募契約を締結するに至った経緯等についての説明を受けたとのことです。加え

て、大和証券ＣＭが対象者に対して提出した対象者の株価算定書を参考にするとともに、大和証券ＣＭから対象者の株

式価値評価に関する説明を受けたとのことです。第三者委員会は、かかる経緯のもと、これらの検討資料を前提として、

平成23年６月10日に、対象者取締役会に対して、(a)本取引の目的の正当性を疑わせる事情は見当たらず、本取引の実行

により当社の企業価値の向上が見込まれると判断することには合理性がある、(b)公開買付価格は公正なものと判断す

ることは合理的な判断の範囲内である、(c)本取引においては、利益相反のおそれを防止するため、適切な措置が講じら

れており、これに従い本公開買付けに賛同する旨、当社株主には応募を推奨する旨、及び新株予約権者が応募するかどう

かは新株予約権者の判断に委ねる旨決議がなされた場合には、公正な手続によってなされたものと評価できる、(d)上記

を踏まえると、当社取締役会が、少数株主にとって特段不利益なものではないと判断し、上記賛同決議を行うことは、取

締役として合理的な判断である旨を内容とする意見書を提出しているとのことです。

 

⑤　対象者における利害関係を有しない取締役全員の承認

　対象者によれば、対象者取締役会は、大和証券ＣＭから取得した株価算定書、ＴＭＩ総合法律事務所から得た法的助言、

第三者委員会の意見書その他の関連資料を踏まえ、当社による対象者の完全子会社化を目的とした本公開買付けに関す

る諸条件について慎重に協議、検討を行った結果、成長戦略遂行をより確かなものとするため、戦略的事業パートナーと

の強固な関係を構築し、短期的な業績にとらわれることなく中長期的な視野に立ちスピード感をもって事業展開してい

くことが最善の策であるとの判断に至り、当社を戦略的事業パートナーとし、その完全子会社として事業展開していく

ことが中長期的に対象者の企業価値の向上を実現していくために有効であると判断するとともに、本公開買付価格及び

本公開買付けのその他の諸条件は対象者の株主にとって妥当であり、本公開買付けは、少数株主を含む対象者の株主に

対して合理的な株式売却の機会を提供するものであると判断し、また、本新株予約権については、当社が取得してもこれ

を行使できないおそれがあることに鑑み、第三者算定機関から価値算定に関する意見を取得しておらず、本新株予約権

にかかる公開買付価格の妥当性についての検証を行っていないことから、平成23年６月10日開催の対象者取締役会にお

いて、本公開買付けについて賛同の意見を表明するとともに、対象者の株主に対し本公開買付けに応募することを推奨

する旨、及び本新株予約権に関して本公開買付けに応募するか否かについては、新株予約権者の判断に委ねる旨の決議

をしたとのことです。

　なお、対象者の取締役のうち、本応募契約を締結しているフェイスの持分法適用関連会社であるコロムビアの取締役を

兼任している吉田眞市氏及び阿部敏則氏は、利益相反の疑い回避の観点から、対象者取締役会の上記決議に関する審議

及び決議には参加しておらず、当社と対象者との間で本賛同契約の内容、本公開買付価格及び本公開買付けのその他の

諸条件に関する当社との協議・交渉には参加していないとのことです。また、監査役のうち、フェイスの取締役を兼任し

ている佐伯浩二氏は、同様の観点から、対象者取締役会の上記決議に関する審議には参加していないとのことです。

　上記対象者取締役会においては、コロムビアの取締役を兼任している上記取締役２名を除く取締役の全員が出席し、出

席取締役３名の全員一致で当該決議を行っているとのことです。また、フェイスの取締役を兼任している上記監査役１

名を除く監査役３名（うち社外監査役３名）の全員が、上記対象者取締役会に出席し、上記決議に異議はない旨の意見

を述べているとのことです。

 

４【買付け等の期間、買付け等の価格及び買付予定の株券等の数】

（１）【買付け等の期間】

①【届出当初の期間】

買付け等の期間 平成23年６月13日（月曜日）から平成23年７月11日（月曜日）まで（21営業日）

公告日 平成23年６月13日（月曜日）

公告掲載新聞名
電子公告を行い、その旨を日本経済新聞に掲載します。
電子公告アドレス
（http://info.edinet-fsa.go.jp/）
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②【対象者の請求に基づく延長の可能性の有無】

　法第27条の10第３項の規定により、対象者から公開買付期間の延長を請求する旨の記載がされた意見表明報告書が提

出された場合は、公開買付期間は30営業日、平成23年７月25日（月曜日）までとなります。

 

③【期間延長の確認連絡先】

連絡先　　　　　ＫＤＤＩ株式会社

東京都千代田区飯田橋三丁目10番10号

０３－６６７８－０９８２

総務・人事本部　総務部　グループリーダー　　小更　辰彦

確認受付時間　　平日10時から17時まで
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（２）【買付け等の価格】

株券 普通株式１株につき金327,000円

新株予約権証券 本新株予約権１個につき金１円

新株予約権付社債券 ―

株券等信託受益証券

（　　　　　　）

―

株券等預託証券

（　　　　　　）

―

算定の基礎 (1）普通株式

 

 

　当社は、本公開買付価格の決定にあたり、当社及び対象者から独立した第三者算定機

関としてのフィナンシャル・アドバイザーである野村證券より提出された本株式価値

算定書を参考にいたしました。

 　野村證券は、本公開買付けにおける算定手法を検討した結果、市場株価平均法、類似会

社比較法及びＤＣＦ法の各手法を用いて、対象者の普通株式の価値算定を行いました。

なお、当社は、野村證券から本公開買付価格の公正性に関する評価（フェアネス・オピ

ニオン）を取得しておりません。

 　本株式価値算定書によると、採用した手法及び当該手法に基づいて算定された対象者

の普通株式１株当たりの株式価値の範囲は以下のとおりです。

 市場株価平均法：217,185円から278,560円

 類似会社比較法：192,630円から294,976円

 ＤＣＦ法：　　　305,372円から379,704円

 　市場株価平均法では、基準日を平成23年６月９日として、ＪＡＳＤＡＱ市場における

対象者の普通株式の直近６ヵ月平均（217,185円（小数点以下四捨五入））、直近３ヵ

月平均（235,470円（小数点以下四捨五入））、直近１ヵ月平均（264,565円（小数点

以下四捨五入））、直近１週間平均（278,560円（小数点以下四捨五入））及び基準日

終値（273,600円）を基に、対象者の普通株式を分析し、１株当たり株式価値を217,185

円から278,560円までと算定しております。

 　類似会社比較法では、対象者と比較的類似する事業を営む上場会社の市場株価や収益

性等を示す財務指標との比較を通じて対象者の普通株式を分析し、１株当たり株式価

値を192,630円から294,976円までと算定しております。

 　ＤＣＦ法では、対象者の事業計画、直近までの業績の動向、一般に公開された情報等の

諸要素を考慮した対象者の収益予想に基づき、対象者が将来生み出すと見込まれるフ

リー・キャッシュ・フローを、一定の割引率で現在価値に割り引いて企業価値や対象

者の普通株式の価値を分析し、１株当たり株式価値を305,372円から379,704円までと

算定しています。

 　当社は、野村證券から取得した本株式価値算定書の各手法の算定結果に加え、対象者

に対するデュー・ディリジェンスの結果、対象者の普通株式の市場株価動向、対象者に

よる本公開買付けへの賛同の意見表明の可否、過去の発行者以外の者による株券等の

公開買付けにおいて市場価格に付与されたプレミアムの実例及び本公開買付けに対す

る応募の見通し等を総合的に勘案し、かつ、フェイス及び対象者との協議・交渉の経過

等も踏まえ、最終的に平成23年６月10日開催の取締役会において、本公開買付価格を１

株当たり327,000円とすることを決定いたしました。
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 　なお、本公開買付価格は、本公開買付けの公表日の前営業日である平成23年６月９日

のＪＡＳＤＡＱ市場における対象者の普通株式の終値273,600円に対して19.52％（小

数点以下第三位四捨五入）のプレミアムを、平成23年６月９日までの過去１ヵ月間の

ＪＡＳＤＡＱ市場における対象者の普通株式の終値の単純平均値264,565円（小数点

以下四捨五入）に対して23.60％（小数点以下第三位四捨五入）のプレミアムを、平成

23年６月９日までの過去３ヵ月間のＪＡＳＤＡＱ市場における対象者の普通株式の終

値の単純平均値235,470円（小数点以下四捨五入）に対して38.87％（小数点以下第三

位四捨五入）のプレミアムを、平成23年６月９日までの過去６ヵ月間のＪＡＳＤＡＱ

市場における対象者の普通株式の終値の単純平均値217,185円（小数点以下四捨五

入）に対して50.56％（小数点以下第三位四捨五入）のプレミアムを、加えた価格であ

ります。

 　また、本公開買付価格327,000円は、本書提出日の前営業日である平成23年６月10日の

ＪＡＳＤＡＱ市場における対象者の普通株式の終値285,000円に対して14.74％（小数

点以下第三位四捨五入）のプレミアムを加えた金額となります。

 (2）新株予約権

 　本新株予約権は、ストックオプションとして発行されたものであり、本新株予約権の

権利行使に係る条件として、本新株予約権の行使時において対象者の取締役、従業員及

びこれらに準じる地位にあること等を要するとされています。したがって、当社が本公

開買付けにより本新株予約権を取得したとしてもこれらを行使できないと解されるこ

とから、当社は、本新株予約権の買付価格を１個につき１円と設定しております。

算定の経緯 （買付価格の決定に至る経緯）

 　当社は、本年１月、対象者の親会社であるフェイスが、対象者の新たなパートナーを検討

するために、保有する対象者株式の譲渡を複数の買付者候補者に打診したことに始まる

入札プロセスに参加し、フェイス及び対象者から提出された対象者の事業・財務・法務

等に関する資料の精査、対象者の経営陣との面談等のデュー・ディリジェンスを実施し、

対象者株式の取得について分析、検討を進めてまいりました。当社はフェイスに、かかる

分析、検討を経た買付価格を含む本公開買付けに関する条件を提示し、フェイスの選考の

結果、本年４月、最終買付者候補者として選定され、その後の交渉を経て諸条件の合意に

至ったことから平成23年６月10日に本応募契約を締結いたしました。

 　当社は、以下の経緯により本公開買付価格について決定いたしました。

 ①　算定の際に意見を聴取した第三者の名称

 　当社は、本公開買付価格の決定にあたり、当社及び対象者から独立した第三者算定

機関としてのフィナンシャル・アドバイザーである野村證券より提出された本株式

価値算定書を参考にいたしました。なお、当社は、野村證券から本公開買付価格の公

正性に関する評価（フェアネス・オピニオン）を取得しておりません。

 ②　当該意見の概要

 　野村證券は、本公開買付けにおける算定手法を検討した結果、市場株価平均法、類似

会社比較法及びＤＣＦ法の各手法を用いて、対象者の普通株式の価値算定を行いま

した。本株式価値算定書によると、採用した手法及び当該手法に基づいて算定された

対象者の普通株式１株当たりの株式価値の範囲は以下のとおりです。

 市場株価平均法：217,185円から278,560円

 類似会社比較法：192,630円から294,976円

 ＤＣＦ法：　　　305,372円から379,704円
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 ③　当該意見を踏まえて買付価格を決定するに至った経緯

 　当社は、野村證券から取得した本株式価値算定書の各手法の算定結果に加え、対象

者に対するデュー・ディリジェンスの結果、対象者の普通株式の市場株価動向、対象

者による本公開買付けへの賛同の意見表明の可否、過去の発行者以外の者による株

券等の公開買付けにおいて市場価格に付与されたプレミアムの実例及び本公開買付

けに対する応募の見通し等を総合的に勘案し、かつ、フェイス及び対象者との協議・

交渉の経過等も踏まえ、最終的に平成23年６月10日開催の取締役会において、本公開

買付価格を１株当たり327,000円とすることを決定いたしました。

 　本新株予約権は、ストックオプションとして発行されたものであり、本新株予約権

の権利行使に係る条件として、本新株予約権の行使時において対象者の取締役、従業

員及びこれらに準じる地位にあること等を要するとされています。したがって、当社

が本公開買付けにより本新株予約権を取得したとしてもこれらを行使できないと解

されることから、当社は、本新株予約権の買付価格を１個につき１円と設定しており

ます。

  

 （買付価格の公正性を担保するための措置）

 ①　公開買付者による独立した第三者算定機関からの株式価値算定書の取得

 　当社は、本公開買付価格の決定にあたり、当社及び対象者から独立した第三者算定

機関としてのフィナンシャル・アドバイザーである野村證券より提出された本株式

価値算定書を参考にいたしました。

 　野村證券は、本公開買付けにおける算定手法を検討した結果、市場株価平均法、類似

会社比較法及びＤＣＦ法の各手法を用いて、対象者の普通株式の価値算定を行いま

した。なお、当社は、野村證券から本公開買付価格の公正性に関する評価（フェアネ

ス・オピニオン）を取得しておりません。

 　本株式価値算定書によると、採用した手法及び当該手法に基づいて算定された対象

者の普通株式１株当たりの株式価値の範囲は以下のとおりです。

 市場株価平均法：217,185円から278,560円

 類似会社比較法：192,630円から294,976円

 ＤＣＦ法：　　　305,372円から379,704円

 　市場株価平均法では、基準日を平成23年６月９日として、ＪＡＳＤＡＱ市場におけ

る対象者の普通株式の直近６ヵ月平均（217,185円（小数点以下四捨五入））、直近

３ヵ月平均（235,470円（小数点以下四捨五入））、直近１ヵ月平均（264,565円

（小数点以下四捨五入））、直近１週間平均（278,560円（小数点以下四捨五入））

及び基準日終値（273,600円）を基に、対象者の普通株式を分析し、１株当たり株式

価値を217,185円から278,560円までと算定しております。

 　類似会社比較法では、対象者と比較的類似する事業を営む上場会社の市場株価や収

益性等を示す財務指標との比較を通じて対象者の普通株式を分析し、１株当たり株

式価値を192,630円から294,976円までと算定しております。

 　ＤＣＦ法では、対象者の事業計画、直近までの業績の動向、一般に公開された情報等

の諸要素を考慮した対象者の収益予想に基づき、対象者が将来生み出すと見込まれ

るフリー・キャッシュ・フローを、一定の割引率で現在価値に割り引いて企業価値

や対象者の普通株式の価値を分析し、１株当たり株式価値を305,372円から379,704

円までと算定しています。
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 　当社は、野村證券から取得した本株式価値算定書の各手法の算定結果に加え、対象

者に対するデュー・ディリジェンスの結果、対象者の普通株式の市場株価動向、対象

者による本公開買付けへの賛同の意見表明の可否、過去の発行者以外の者による株

券等の公開買付けにおいて市場価格に付与されたプレミアムの実例及び本公開買付

けに対する応募の見通し等を総合的に勘案し、かつ、フェイス及び対象者との協議・

交渉の経過等も踏まえ、最終的に平成23年６月10日開催の取締役会において、本公開

買付価格を１株当たり327,000円とすることを決定いたしました。

 　なお、本公開買付価格は、本公開買付けの公表日の前営業日である平成23年６月９

日のＪＡＳＤＡＱ市場における対象者の普通株式の終値273,600円に対して19.52％

（小数点以下第三位四捨五入）のプレミアムを、平成23年６月９日までの過去１ヵ

月間のＪＡＳＤＡＱ市場における対象者の普通株式の終値の単純平均値264,565円

（小数点以下四捨五入）に対して23.60％（小数点以下第三位四捨五入）のプレミ

アムを、平成23年６月９日までの過去３ヵ月間のＪＡＳＤＡＱ市場における対象者

の普通株式の終値の単純平均値235,470円（小数点以下四捨五入）に対して38.87％

（小数点以下第三位四捨五入）のプレミアムを、平成23年６月９日までの過去６ヵ

月間のＪＡＳＤＡＱ市場における対象者の普通株式の終値の単純平均値217,185円

（小数点以下四捨五入）に対して50.56％（小数点以下第三位四捨五入）のプレミ

アムを、加えた価格であります。

 　また、本公開買付価格327,000円は、本書提出日の前営業日である平成23年６月10日

のＪＡＳＤＡＱ市場における対象者の普通株式の終値285,000円に対して14.74％

（小数点以下第三位四捨五入）のプレミアムをそれぞれ加えた金額となります。

 　また、本公開買付けの対象となる本新株予約権は、ストックオプションとして発行

されたものであり、本新株予約権の権利行使に係る条件として、本新株予約権の行使

時において対象者の取締役、従業員及びこれらに準じる地位にあること等を要する

とされています。したがって、当社が本公開買付けにより本新株予約権を取得したと

してもこれらを行使できないと解されることから、当社は、本新株予約権の買付価格

を１個につき１円と設定しております。

 ②　対象者における独立した第三者算定機関からの株価算定書の取得

 　対象者によれば、対象者は、本公開買付けに関する意見を決定するにあたり、当社、

フェイス及び対象者から独立した第三者算定機関である大和証券ＣＭに対し、対象

者の株式価値の算定を依頼し、平成23年６月９日付で大和証券ＣＭから株価算定書

を取得したとのことです（なお、対象者は大和証券ＣＭから本公開買付価格の公正

性に関する意見（フェアネス・オピニオン）は取得していないとのことです。）。大

和証券ＣＭによる対象者の株式価値の算定結果は、以下のとおりとのことです。
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 　大和証券ＣＭは、対象者から事業の現状、将来の事業計画等の資料を取得したうえ

で当該内容についての説明を受け、それらの情報を踏まえて、対象者の株式価値を算

定したとのことです。大和証券ＣＭの株価算定書では、対象者が継続企業であるとの

前提の下、対象者の株式価値について多面的に評価することが適切であるとの考え

に基づき、市場株価法及びＤＣＦ法の各手法を用いて、対象者の株式価値が算定され

ているとのことです。市場株価法は、対象者株式の株式市場における株価を基に株式

価値を評価する手法であり、上場企業の株式価値評価における客観的な評価手法で

あると考え、採用しているとのことです。市場株価法では、平成23年６月８日を算定

基準日とし、対象者株式の株式市場における直近１ヵ月間、３ヵ月間及び６ヵ月間の

各期間における株価終値平均値（それぞれ、264,357円（小数点以下四捨五入）、

234,567円（小数点以下四捨五入）及び216,317円（小数点以下四捨五入））を分析

した上で、対象者株式の１株当たりの株式価値を216,317円から264,357円と算定し

ているとのことです。ＤＣＦ法は、企業の将来キャッシュフロー（収益力）に基づく

評価手法であるため、継続企業の評価を行う上で適した手法であると考え、採用して

いるとのことです。ＤＣＦ法では、対象者の事業計画を基礎として算定した将来

キャッシュフローを、一定の割引率で現在価値に割り引くことによって企業価値を

評価し、対象者株式の１株当たりの株式価値を257,128円から306,239円と算定して

いるとのことです。

 　なお、第三者算定機関である大和証券ＣＭは、公開買付者、フェイス及び対象者の関

連当事者には該当せず、本公開買付けに関して記載すべき重要な利害関係を有して

いないとのことです。

 　なお、対象者は、本新株予約権については、公開買付者が取得してもこれを行使でき

ないおそれがあることに鑑み、第三者算定機関から価値算定に関する意見を取得し

ていないとのことです。

 ③　独立した法律事務所からの助言

 　対象者によれば、対象者は、本公開買付けを含む本取引に係る審議に慎重を期し、対

象者の取締役会の意思決定の公正性及び適正性を担保するために、当社、フェイス及

び対象者から独立したリーガル・アドバイザーであるＴＭＩ総合法律事務所を選任

し、本公開買付けを含む本取引に対する対象者の取締役会の意思決定の方法及び過

程等について法的助言を受けているとのことです。

 ④　対象者における独立した第三者委員会の設置

 　対象者によれば、対象者取締役会は、平成23年４月21日、対象者の意思決定過程にお

ける恣意性を可及的に排除するとともに、公正性、透明性及び客観性のある意思決定

過程を確立することを目的として、当社、フェイス及び対象者から独立した外部の有

識者である江野澤哲也氏（株式会社ジーアシスト代表取締役）、杉山正樹氏（公認

会計士、クロスポイントアドバイザリー株式会社代表取締役）及び田中信隆氏（弁

護士、弁護士法人大江橋法律事務所）の３名によって構成される第三者委員会を設

置し、対象者取締役会が本公開買付けについて検討するにあたって、第三者委員会に

対し、(a)本取引の目的の正当性（本取引による対象者企業価値の向上の有無）、(b)

公開買付価格の公正性に関する事項、(c)意思決定に至る手続の適正性、(d)上記を踏

まえ、対象者の意思決定が少数株主に不利益でないか否かを諮問することを決議し

たとのことです。なお、対象者は、当初から上記の３氏を第三者委員会の委員として

選定しており、第三者委員会の委員を変更した事実はないとのことです。
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 　第三者委員会は、平成23年４月22日より同年６月９日まで合計８回開催され、上記

諮問事項について検討を行い、また、かかる検討にあたり、対象者から、本取引の目的

及びこれにより向上することが見込まれる対象者の企業価値の具体的内容等につい

ての説明を受けたとのことです。また、当社から、当社の提案内容、本取引の目的、本

取引後の経営方針等についての説明を行い、フェイスから本応募契約を締結するに

至った経緯等についての説明を受けたとのことです。加えて、大和証券ＣＭが対象者

に対して提出した対象者の株価算定書を参考にするとともに、大和証券ＣＭから対

象者の株式価値評価に関する説明を受けたとのことです。第三者委員会は、かかる経

緯のもと、これらの検討資料を前提として、平成23年６月10日に、対象者取締役会に

対して、(a)本取引の目的の正当性を疑わせる事情は見当たらず、本取引の実行によ

り当社の企業価値の向上が見込まれると判断することには合理性がある、(b)公開買

付価格は公正なものと判断することは合理的な判断の範囲内である、(c)本取引にお

いては、利益相反のおそれを防止するため、適切な措置が講じられており、これに従

い本公開買付けに賛同する旨、当社株主には応募を推奨する旨、及び新株予約権者が

応募するかどうかは新株予約権者の判断に委ねる旨決議がなされた場合には、公正

な手続によってなされたものと評価できる、(d)上記を踏まえると、当社取締役会が、

少数株主にとって特段不利益なものではないと判断し、上記賛同決議を行うことは、

取締役として合理的な判断である旨を内容とする意見書を提出しているとのことで

す。

 ⑤　対象者における利害関係を有しない取締役全員の承認

 　対象者によれば、対象者取締役会は、大和証券ＣＭから取得した株価算定書、ＴＭＩ

総合法律事務所から得た法的助言、第三者委員会の意見書その他の関連資料を踏ま

え、当社による対象者の完全子会社化を目的とした本公開買付けに関する諸条件に

ついて慎重に協議、検討を行った結果、成長戦略遂行をより確かなものとするため、

戦略的事業パートナーとの強固な関係を構築し、短期的な業績にとらわれることな

く中長期的な視野に立ちスピード感をもって事業展開していくことが最善の策であ

るとの判断に至り、当社を戦略的事業パートナーとし、その完全子会社として事業展

開していくことが中長期的に対象者の企業価値の向上を実現していくために有効で

あると判断するとともに、本公開買付価格及び本公開買付けのその他の諸条件は対

象者の株主にとって妥当であり、本公開買付けは、少数株主を含む対象者の株主に対

して合理的な株式売却の機会を提供するものであると判断し、また、本新株予約権に

ついては、当社が取得してもこれを行使できないおそれがあることに鑑み、第三者算

定機関から価値算定に関する意見を取得しておらず、本新株予約権にかかる公開買

付価格の妥当性についての検証を行っていないことから、平成23年６月10日開催の

対象者取締役会において、本公開買付けについて賛同の意見を表明するとともに、対

象者の株主に対し本公開買付けに応募することを推奨する旨、及び本新株予約権に

関して本公開買付けに応募するか否かについては、新株予約権者の判断に委ねる旨

の決議をしたとのことです。

 　なお、対象者の取締役のうち、本応募契約を締結しているフェイスの持分法適用関

連会社であるコロムビアの取締役を兼任している吉田眞市氏及び阿部敏則氏は、利

益相反の疑い回避の観点から、対象者取締役会の上記決議に関する審議及び決議に

は参加しておらず、当社と対象者との間で本賛同契約の内容、本公開買付価格及び本

公開買付けのその他の諸条件に関する当社との協議・交渉には参加していないとの

ことです。また、監査役のうち、フェイスの取締役を兼任している佐伯浩二氏は、同様

の観点から、対象者取締役会の上記決議に関する審議には参加していないとのこと

です。

 　上記対象者取締役会においては、コロムビアの取締役を兼任している上記取締役２

名を除く取締役の全員が出席し、出席取締役３名の全員一致で当該決議を行ってい

るとのことです。また、フェイスの取締役を兼任している上記監査役１名を除く監査

役３名（うち社外監査役３名）の全員が、上記対象者取締役会に出席し、上記決議に

異議はない旨の意見を述べているとのことです。
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（３）【買付予定の株券等の数】

買付予定数 買付予定数の下限 買付予定数の上限

60,101（株） 40,068（株） ―（株）

　（注１）　買付予定数は、本公開買付けにより公開買付者が取得する対象者の株券等の最大数を記載しております。なお、当該最

大数は、対象者が平成23年２月14日に提出した第24期第３四半期報告書に記載された平成22年12月31日現在の発行

済株式総数（62,330株）に、公開買付期間の末日までに新株予約権の行使により発行又は移転される可能性のある

対象者株式（平成22年12月31日以降本書提出日までに新株予約権が行使されたことにより発行又は移転された対

象者株式を含みます。）の最大数（1,900株）を加え、対象者が保有する同四半期報告書に記載された平成22年12月

31日現在の自己株式数（4,129株）を控除した株式数（60,101株）になります。

　（注２）　応募株券等の総数が買付予定数の下限（40,068株）に満たない場合は、応募株券等の全部の買付けを行いません。応

募株券等の総数が買付予定数の下限以上の場合は、応募株券等の全部の買付けを行います。

　（注３）　本公開買付けを通じて、対象者が保有する自己株式を取得する予定はありません。

 

５【買付け等を行った後における株券等所有割合】

区分 議決権の数

買付予定の株券等に係る議決権の数（個）(a) 60,101

ａのうち潜在株券等に係る議決権の数（個）(b) 1,900

ｂのうち株券の権利を表示する株券等信託受益証券及び株券等預託証券に係る議決
権の数（個）(c)

―

公開買付者の所有株券等に係る議決権の数（平成23年６月13日現在）（個）(d) ―

ｄのうち潜在株券等に係る議決権の数（個）(e) ―

ｅのうち株券の権利を表示する株券等信託受益証券及び株券等預託証券に係る議決
権の数（個）(f)

―

特別関係者の所有株券等に係る議決権の数（平成23年６月13日現在）（個）(g) ―

ｇのうち潜在株券等に係る議決権の数（個）(h) ―

ｈのうち株券の権利を表示する株券等信託受益証券及び株券等預託証券に係る議決
権の数（個）(i)

―

対象者の総株主等の議決権の数（平成22年９月30日現在）（個）(j) 58,201

買付予定の株券等に係る議決権の数の総株主等の議決権の数に占める割合
(a／j)（％）

100.00

買付け等を行った後における株券等所有割合
((a＋d＋g)／(j＋(b－c)＋(e－f)＋(h－i))×100)（％）

100.00

　（注１）　「買付予定の株券等に係る議決権の数(a)」は、本公開買付けにおける買付予定の株券等の数（60,101株）に係る議

決権の数を記載しております。

　（注２）　「ａのうち潜在株券等に係る議決権の数(b)」は、買付予定の株券等に係る議決権のうち、本新株予約権の発行要項に

基づき株式に換算した株式数（1,900株）に係る議決権の数を記載しております。

　（注３）　「対象者の総株主等の議決権の数(j)」は、対象者が平成23年２月14日に提出した第24期第３四半期報告書に記載さ

れた平成22年９月30日現在の総株主の議決権の数です。ただし、新株予約権の行使により発行又は移転される可能

性のある対象者株式についても本公開買付けの対象としているため、「買付予定の株券等に係る議決権の数の総株

主等の議決権の数に占める割合」及び「買付け等を行った後における株券等所有割合」の計算においては、上記四

半期報告書に記載された平成22年12月31日現在の新株予約権（1,900個）の行使により発行又は移転される可能性

のある対象者株式の議決権の最大数（1,900個）を加えて、分母を60,101個として計算しております。
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　（注４）　「買付予定の株券等に係る議決権の数の総株主等の議決権の数に占める割合」及び「買付け等を行った後における

株券等所有割合」については、小数点以下第三位を四捨五入しております。

 

６【株券等の取得に関する許可等】

（１）【株券等の種類】

普通株式

 

（２）【根拠法令】

　公開買付者は、独占禁止法第10条第２項に基づき、公正取引委員会に対し、本公開買付けによる株式取得（以下「本

件株式取得」といいます。）に関する計画をあらかじめ届け出なければならず（以下、当該届出を「事前届出」とい

います。）、同条第８項により事前届出受理の日から30日（短縮される場合もあります。）を経過するまでは対象者の

株式を取得することができません（以下、株式の取得が禁止される当該期間を「取得禁止期間」といいます。）。

　また、独占禁止法第10条第１項は、一定の取引分野における競争を実質的に制限することとなる他の会社の株式の取

得行為を禁止しており、公正取引委員会はこれに違反する行為を排除するために必要な措置を命ずることができます

（同法第17条の２第１項。以下「排除措置命令」といいます。）。上記の事前届出が行われた場合で公正取引委員会が

排除措置命令を発令するときは、公正取引委員会は、予定する排除措置命令の内容等を名宛人に通知しなければなり

ませんが（同法第49条第５項。以下「排除措置命令の事前通知」といいます。）、株式取得に関する排除措置命令の事

前通知は、一定の期間（上記事前届出が受理された日から原則30日間ですが、延長又は短縮される場合もあります。以

下「措置期間」といいます。）内に行うこととされています（同法第10条第９項）。

　公開買付者は、本件株式取得に関して、平成23年５月17日に公正取引委員会に対して事前届出を行い、同日受理され

ております。したがって、本件株式取得に関しては、原則として平成23年６月16日をもって、取得禁止期間は終了する

予定です。なお、公開買付者は、公正取引委員会に対して本件株式取得に係る事前相談を行っておりません。

　公開買付期間（延長した場合を含みます。）満了の前日までに、公正取引委員会に対する事前届出に対し、公正取引

委員会から、対象者株式の全部又は一部の処分や事業の一部の譲渡を命じる内容の排除措置命令の事前通知を受けた

場合、措置期間が終了しない場合、及び、同法第10条第１項の規定に違反する疑いのある行為をする者として裁判所の

緊急停止命令の申立てを受けた場合には、後記「11　その他買付け等の条件及び方法」の「(2）公開買付けの撤回等

の条件の有無、その内容及び撤回等の開示の方法」に記載の令第14条第１項第４号に定める事情が生じた場合とし

て、本公開買付けの撤回等を行うことがあります。なお、公正取引委員会から独占禁止法第49条第５項の規定に基づく

事前通知及び同法第10条第９項に基づく報告等の要求を受けることなく排除措置命令の事前通知を受ける可能性の

ある期間が終了した場合には、公開買付者は、法第27条の８第２項に基づき、直ちに、訂正届出書を提出いたします。

 

（３）【許可等の日付及び番号】

　該当事項はありません。
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７【応募及び契約の解除の方法】

（１）【応募の方法】

①　公開買付代理人

野村證券株式会社　　東京都中央区日本橋一丁目９番１号

②　公開買付代理人の本店又は全国各支店（公開買付代理人のインターネット専用サービスである野村ジョイは除きま

す。）において、所定の「公開買付応募申込書」に所要事項を記載のうえ、公開買付期間末日の15時30分までに応募し

てください。応募の際には、ご印鑑、本人確認書類が必要になる場合があります。（注１）

　なお、公開買付代理人のインターネット専用サービスである野村ジョイを経由する方法による応募の受付は、野村

ジョイのホームページ（https://www.nomurajoy.jp/）に記載される方法によって行います。ただし、インターネット

を利用した方法であっても、公開買付代理人のオンラインサービスである野村ホームトレードを経由した応募の受付

は行われません。

③　株式の応募の受付にあたっては、応募株主等が公開買付代理人に設定した応募株主等名義の口座（以下「応募株主

等口座」といいます。）に、応募する予定の株式が記録されている必要があります。そのため、応募する予定の株式が、

公開買付代理人以外の金融商品取引業者等に設定された口座に記録されている場合（対象者の特別口座の口座管理

機関である三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社に設定された特別口座に記録されている場合を含みます。）は、応募に先立

ち、応募株主等口座への振替手続を完了していただく必要があります。

④　新株予約権の応募に際しては、「公開買付応募申込書」とともに、本新株予約権には譲渡制限が付されておりますの

で、対象者の取締役会決議により必要な手続を行った上で、新株予約権者の請求により対象者によって発行される

「譲渡承認通知書」をご提出ください。また、(ⅰ)「新株予約権証券」、又は(ⅱ)新株予約権者であることの確認書類

として、新株予約権者の請求により対象者により発行される「新株予約権原簿記載事項を記載した書面」及び本公開

買付けの成立を条件とする新株予約権原簿の名義書換えの請求に必要な書類をご提出ください。なお、公開買付代理

人のインターネット専用サービスである野村ジョイを経由する方法では、応募の受付を行いません。

⑤　本公開買付けにおいては、公開買付代理人以外の金融商品取引業者を経由した応募の受付は行われません。

⑥　外国の居住者であり、公開買付代理人にお取引可能な口座をお持ちでない株主等（法人株主等を含みます。以下「外

国人株主等」といいます。）の場合、日本国内の常任代理人を通じて応募してください。なお、公開買付代理人のイン

ターネット専用サービスである野村ジョイを経由する方法では、外国人株主等からの応募の受付を行いません。

⑦　居住者である個人株主の場合、公開買付けにより売却された株券等にかかる売却代金と取得費との差額は、原則とし

て株式等の譲渡所得等に関する申告分離課税の適用対象となります。（注２）

⑧　応募の受付に際し、公開買付代理人より応募株主等に対して、公開買付応募申込の受付票を交付します。公開買付代

理人のインターネット専用サービスである野村ジョイを経由する方法を利用した応募株主等に対する受付票の交付

は、応募画面上の表示となります。

⑨　応募株券等の全部の買付けが行われないこととなった場合、買付けの行われなかった株券等は応募株主等に返還さ

れます。
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（注１）　ご印鑑、本人確認書類について

公開買付代理人である野村證券株式会社に新規に口座を開設する場合、ご印鑑のほか、本人確認書類が必要に

なります。また、既に口座を有している場合であっても、本人確認書類が必要な場合があります。なお、本人確認

書類等の詳細につきましては、公開買付代理人にお尋ねください。

おもな本人確認書類

個人　　　　＜発行から６ヶ月以内の原本＞

住民票の写し　住民票の記載事項証明書　外国人登録原票の記載事項証明書　外国人登録原票

の写し　印鑑登録証明書

＜有効期限内の原本＞

健康保険証（各種）　運転免許証　住民基本台帳カード（氏名・住所・生年月日の記載があ

るもの）　福祉手帳（各種）　外国人登録証明書　旅券（パスポート）　国民年金手帳（平成

８年12月31日以前に交付されたもの）

※　本人確認書類は、有効期限内のものである必要があります。

※　本人確認書類は、以下の２点を確認できるものである必要があります。

①本人確認書類そのものの有効期限　　　②申込書に記載された住所・氏名・生年月日

※　郵送でのお申込みの場合、いずれかの書類の原本かコピーをご用意ください。コピーの場合

は、あらためて原本の提示をお願いする場合があります。野村證券株式会社より本人確認

書類の記載住所に「取引に係る文書」を郵送し、ご本人様の確認をさせて頂きます。

法人　　　　登記簿謄本　官公庁から発行された書類　等

※　本人特定事項　　①名称　　　②本店又は主たる事務所の所在地

法人自体の本人確認に加え、代表者もしくは代理人・取引担当者個人（契約締結の任に当たる

者）の本人確認が必要となります。

外国人株主　外国人（居住者を除きます。）、外国に本店又は主たる事務所を有する法人の場合、日本国政府

の承認した外国政府又は権限ある国際機関の発行した書類その他これに類するもので、居住者

の本人確認書類に準じるもの。

野村ジョイに新規に口座を開設する場合、野村ジョイのホームページ（https://www.nomurajoy.jp/）より、口

座開設キットをご請求いただき、お手続きください。口座開設には一定の期間を要しますので、必要な期間等を

ご確認いただき、早めにお手続きください。

（注２）　株式等の譲渡所得等に関する申告分離課税について（個人株主の場合）

個人株主の方につきましては、株式等の譲渡所得等には原則として申告分離課税が適用されます。税務上の具

体的なご質問等は税理士等の専門家にご相談いただき、ご自身でご判断いただきますようお願い申し上げま

す。

 

（２）【契約の解除の方法】

　応募株主等は、公開買付期間中においては、いつでも公開買付けに係る契約を解除することができます。契約の解除

をする場合は、公開買付期間末日の15時30分までに下記に指定する者の応募の受付を行った本店又は全国各支店（公

開買付代理人のインターネット専用サービスである野村ジョイは除きます。）に公開買付応募申込の受付票を添付の

うえ、公開買付けに係る契約の解除を行う旨の書面（以下「解除書面」といいます。）を交付又は送付してください。

ただし、送付の場合は、解除書面が公開買付期間末日の15時30分までに到達することを条件とします。なお、野村ジョ

イを経由して応募された契約の解除をする場合は、野村ジョイのホームページ（https://www.nomurajoy.jp/）に記

載される方法によって公開買付期間末日の15時30分までに解除手続きを行ってください。

解除書面を受領する権限を有する者

野村證券株式会社　　東京都中央区日本橋一丁目９番１号

（その他の野村證券株式会社全国各支店）
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（３）【株券等の返還方法】

　応募株主等が上記「(2）契約の解除の方法」に記載の方法により公開買付けに係る契約の解除を申し出た場合に

は、解除手続終了後速やかに、後記「10　決済の方法」の「(4）株券等の返還方法」に記載の方法により応募株券等を

返還します。

 

（４）【株券等の保管及び返還を行う金融商品取引業者・銀行等の名称及び本店の所在地】

野村證券株式会社　　東京都中央区日本橋一丁目９番１号

 

８【買付け等に要する資金】

（１）【買付け等に要する資金等】

買付代金（円）(a) 19,653,027,000

金銭以外の対価の種類 ―

金銭以外の対価の総額 ―

買付手数料(b) 130,000,000

その他(c) 6,000,000

合計(a)＋(b)＋(c) 19,789,027,000

　（注１）　「買付代金（円）(a)」欄には、買付予定数（60,101株）に本公開買付価格（327,000円）を乗じた金額を記載してお

ります。

　（注２）　「買付手数料(b)」欄には、公開買付代理人に支払う手数料の見積額を記載しております。

　（注３）　「その他(c)」欄には、本公開買付けに関する公告及び公開買付説明書その他必要書類の印刷費その他諸費用につき、

その見積額を記載しております。

　（注４）　その他公開買付代理人に支払われる諸経費及び弁護士報酬等がありますが、その額は未定です。

　（注５）　上記金額には消費税等は含まれておりません。

 

（２）【買付け等に要する資金に充当しうる預金又は借入金等】

①【届出日の前々日又は前日現在の預金】

種類 金額（千円）

普通預金 26,316,279

計(a) 26,316,279

 

②【届出日前の借入金】

イ【金融機関】

 借入先の業種 借入先の名称等 借入契約の内容 金額（千円）

１ ― ― ― ―

２ ― ― ― ―

計 ―

 

ロ【金融機関以外】

借入先の業種 借入先の名称等 借入契約の内容 金額（千円）

― ― ― ―

計 ―
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③【届出日以後に借入れを予定している資金】

イ【金融機関】

 借入先の業種 借入先の名称等 借入契約の内容 金額（千円）

１ ― ― ― ―

２ ― ― ― ―

計(b) ―

 

ロ【金融機関以外】

借入先の業種 借入先の名称等 借入契約の内容 金額（千円）

― ― ― ―

計(c) ―

 

④【その他資金調達方法】

内容 金額（千円）

― ―

計(d) ―

 

⑤【買付け等に要する資金に充当しうる預金又は借入金等の合計】

26,316,279千円（(a)＋(b)＋(c)＋(d)）

 

（３）【買付け等の対価とする有価証券の発行者と公開買付者との関係等】

　該当事項はありません。

 

９【買付け等の対価とする有価証券の発行者の状況】

　該当事項はありません。

 

１０【決済の方法】

（１）【買付け等の決済をする金融商品取引業者・銀行等の名称及び本店の所在地】

野村證券株式会社　　東京都中央区日本橋一丁目９番１号

 

（２）【決済の開始日】

平成23年７月19日（火曜日）

　（注）　法第27条の10第３項の規定により、対象者から公開買付期間の延長を請求する旨の記載がされた意見表明

報告書が提出された場合、決済の開始日は平成23年８月１日（月曜日）となります。

 

（３）【決済の方法】

　公開買付期間終了後遅滞なく、公開買付けによる買付け等の通知書を応募株主等（外国人株主等の場合は常任代理

人）の住所宛に郵送します（公開買付代理人のインターネット専用サービスである野村ジョイを経由して応募した

場合は除きます。）。野村ジョイを経由して応募された場合には、野村ジョイのホームページ（https://www.

nomurajoy.jp/）に記載される方法により交付されます。

　買付けは、金銭にて行います。応募株主等は公開買付けによる売却代金を、送金等の応募株主等が指示した方法によ

り受け取ることができます（送金手数料がかかる場合があります。）。
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（４）【株券等の返還方法】

　後記「11　その他買付け等の条件及び方法」の「(1）法第27条の13第４項各号に掲げる条件の有無及び内容」及び

「(2）公開買付けの撤回等の条件の有無、その内容及び撤回等の開示の方法」に記載の条件に基づき応募株券等の全

部を買い付けないこととなった場合には、決済の開始日（公開買付けの撤回等を行った場合は撤回等を行った日）以

後速やかに返還します。株式については、応募が行われた直前の記録に戻すことにより返還します（株式を他の金融

商品取引業者等に設定した応募株主等の口座に振り替える場合は、その旨指示してください。）。新株予約権について

は、新株予約権の応募に際して提出された書類（前記の「７　応募及び契約の解除の方法」の「(1）応募の方法」④

に記載した書類）をそれぞれ応募株主等の指示により応募株主等への交付又は応募株主等の住所への郵送により返

還します。

 

１１【その他買付け等の条件及び方法】

（１）【法第27条の13第４項各号に掲げる条件の有無及び内容】

　応募株券等の総数が買付予定数の下限（40,068株）に満たない場合は、応募株券等の全部の買付けを行いません。応

募株券等の総数が買付予定数の下限（40,068株）以上の場合は、応募株券等の全部の買付けを行います。

 

（２）【公開買付けの撤回等の条件の有無、その内容及び撤回等の開示の方法】

　令第14条第１項第１号イないしリ及びヲないしソ、第３号イないしチ及びヌ、第４号並びに同条第２項第３号ないし

第６号に定める事情のいずれかが生じた場合は、本公開買付けの撤回等を行うことがあります。

　なお、令第14条第１項第３号ヌにおける、同号イからリまでに掲げる事由に準ずる事項として、対象者が過去に提出

した法定開示書類について、重要な事項につき虚偽の記載があり、又は記載すべき重要な事項の記載が欠けているこ

とが判明した場合を指定いたします。

　また、公開買付期間満了の前日までに、前記「６　株券等の取得に関する許可等」に記載のとおり、公正取引委員会か

ら、対象者株式の全部又は一部の処分や事業の一部の譲渡を命じる内容の排除措置命令の事前通知を受けた場合、措

置期間が終了しない場合、及び、独占禁止法第10条第１項の規定に違反する疑いのある行為をする者として裁判所の

緊急停止命令の申立てを受けた場合には、令第14条第１項第４号の「許可等」を得られなかったものとして本公開買

付けの撤回等を行うことがあります。

　撤回等を行おうとする場合は、電子公告を行い、その旨を日本経済新聞に掲載します。ただし、公開買付期間末日まで

に公告を行うことが困難である場合は、府令第20条に規定する方法により公表し、その後直ちに公告を行います。

 

（３）【買付け等の価格の引下げの条件の有無、その内容及び引下げの開示の方法】

　法第27条の６第１項第１号の規定により、公開買付期間中に対象者が令第13条第１項に定める行為を行った場合に

は、府令第19条第１項の規定に定める基準に従い、買付け等の価格の引下げを行うことがあります。買付け等の価格の

引下げを行おうとする場合は、電子公告を行い、その旨を日本経済新聞に掲載します。ただし、公開買付期間末日まで

に公告を行うことが困難である場合は、府令第20条に規定する方法により公表し、その後直ちに公告を行います。買付

け等の価格の引下げがなされた場合、当該公告が行われた日以前の応募株券等についても、引下げ後の買付け等の価

格により買付けを行います。

 

（４）【応募株主等の契約の解除権についての事項】

　応募株主等は、公開買付期間中においては、いつでも公開買付けに係る契約を解除することができます。解除の方法

については、前記「７　応募及び契約の解除の方法」の「(2）契約の解除の方法」に記載の方法によるものとします。

なお、公開買付者は、応募株主等による契約の解除があった場合においても、損害賠償又は違約金の支払いを応募株主

等に請求することはありません。また、応募株券等の返還に要する費用も公開買付者の負担とします。
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（５）【買付条件等の変更をした場合の開示の方法】

　買付条件等の変更を行おうとする場合は、その変更の内容等につき電子公告を行い、その旨を日本経済新聞に掲載し

ます。ただし、公開買付期間末日までに公告を行うことが困難である場合は、府令第20条に規定する方法により公表

し、その後直ちに公告を行います。買付条件等の変更がなされた場合、当該公告が行われた日以前の応募株券等につい

ても、変更後の買付条件等により買付けを行います。

 

（６）【訂正届出書を提出した場合の開示の方法】

　訂正届出書を関東財務局長に提出した場合は、直ちに、訂正届出書に記載した内容のうち、公開買付開始公告に記載

した内容に係るものを、府令第20条に規定する方法により公表します。また、直ちに公開買付説明書を訂正し、かつ、既

に公開買付説明書を交付している応募株主等に対しては訂正した公開買付説明書を交付して訂正します。ただし、訂

正の範囲が小範囲に止まる場合には、訂正の理由、訂正した事項及び訂正後の内容を記載した書面を作成し、その書面

を応募株主等に交付する方法により訂正します。

 

（７）【公開買付けの結果の開示の方法】

　本公開買付けの結果については、公開買付期間末日の翌日に、令第９条の４及び府令第30条の２に規定する方法によ

り公表します。

 

（８）【その他】

　本公開買付けは、直接間接を問わず、米国内においてもしくは米国に向けて行われるものではなく、また、米国の郵便

その他の州際通商もしくは国際通商の方法・手段（電話、テレックス、ファクシミリ、電子メール、インターネット通

信を含みますが、これらに限りません。）を使用して行われるものではなく、更に米国内の証券取引所施設を通じて行

われるものでもありません。上記方法・手段により、もしくは上記施設を通じて、又は米国内から本公開買付けに応募

することはできません。また、公開買付届出書又は関連する買付書類は米国内においてもしくは米国に向けて、又は米

国内から、郵送その他の方法によって送付又は配布されるものではなく、かかる送付又は配布を行うことはできませ

ん。上記制限に直接又は間接に違反する本公開買付けへの応募はお受けしません。

　本公開買付けの応募に際し、応募株主等（外国人株主等の場合は常任代理人）は公開買付代理人に対し、以下の旨の

表明及び保証を行うことを求められることがあります。応募株主等が応募の時点及び公開買付応募申込書送付の時点

のいずれにおいても、米国に所在していないこと。本公開買付けに関するいかなる情報（その写しを含みます。）も、

直接間接を問わず、米国内においてもしくは米国に向けて、又は米国内から、これを受領したり送付したりしていない

こと。買付けもしくは公開買付応募申込書の署名交付に関して、直接間接を問わず、米国の郵便その他の州際通商もし

くは国際通商の方法・手段（電話、テレックス、ファクシミリ、電子メール、インターネット通信を含みますが、これら

に限りません。）又は米国内の証券取引所施設を使用していないこと。他の者の裁量権のない代理人又は受託者・受

任者として行動する者ではないこと（当該他の者が買付けに関するすべての指示を米国外から与えている場合を除

きます。）。
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第２【公開買付者の状況】
 

１【会社の場合】

（１）【会社の概要】

①【会社の沿革】

 

②【会社の目的及び事業の内容】

 

③【資本金の額及び発行済株式の総数】

 

④【大株主】

  平成　年　月　日現在

氏名又は名称 住所又は所在地
所有株式の数
（千株）

発行済株式の総数
に対する所有株式
の数の割合（％）

― ― ― ―

― ― ― ―

― ― ― ―

― ― ― ―

計 ― ― ―

 

⑤【役員の職歴及び所有株式の数】

    平成　年　月　日現在

役名 職名 氏名 生年月日 職歴
所有株式数
（千株）

― ― ― ― ― ―

― ― ― ― ― ―

― ― ― ― ― ―

計  

 

（２）【経理の状況】

①【連結貸借対照表】

 

②【連結損益計算書】

 

③【連結株主資本等変動計算書】

 

④【連結キャッシュ・フロー計算書】
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（３）【継続開示会社たる公開買付者に関する事項】

①【公開買付者が提出した書類】

イ【有価証券報告書及びその添付書類】

　事業年度　第26期（自　平成21年４月１日　至　平成22年３月31日）　平成22年６月18日関東財務局長に提出

　なお、第26期の有価証券報告書提出日後の役員の異動は次のとおりであります。

新役名 新職名 旧役名 旧職名 氏名 異動年月日

代表取締役会長 ―
代表取締役
社長兼会長

― 小野寺　正 平成22年12月１日

代表取締役社長 ―
代表取締役
執行役員専務

ソリューション事業本部担当
コンシューマ事業本部担当
商品開発統括本部担当

田中　孝司 平成22年12月１日

　また、平成23年６月17日に、第27期有価証券報告書（自　平成22年４月１日　至　平成23年３月31日）を提出する予定

です。

 

ロ【四半期報告書又は半期報告書】

　事業年度　第27期第３四半期（第27期中）（自　平成22年10月１日　至　平成22年12月31日）　平成23年１月31日関東

財務局長に提出

 

ハ【訂正報告書】

　該当事項はありません。

 

②【上記書類を縦覧に供している場所】

株式会社東京証券取引所

（東京都中央区日本橋兜町２番１号）

 

２【会社以外の団体の場合】

　該当事項はありません。

 

３【個人の場合】

　該当事項はありません。
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第３【公開買付者及びその特別関係者による株券等の所有状況及び取引状況】
 

１【株券等の所有状況】

（１）【公開買付者及び特別関係者による株券等の所有状況の合計】

　該当事項はありません。

 

（２）【公開買付者による株券等の所有状況】

　該当事項はありません。

 

（３）【特別関係者による株券等の所有状況（特別関係者合計）】

　該当事項はありません。

 

（４）【特別関係者による株券等の所有状況（特別関係者ごとの内訳）】

　該当事項はありません。
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２【株券等の取引状況】

（１）【届出日前60日間の取引状況】

　該当事項はありません。

 

３【当該株券等に関して締結されている重要な契約】

　該当事項はありません。

 

４【届出書の提出日以後に株券等の買付け等を行う旨の契約】

　該当事項はありません。
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第４【公開買付者と対象者との取引等】
 

１【公開買付者と対象者又はその役員との間の取引の有無及び内容】

　該当事項はありません。

 

２【公開買付者と対象者又はその役員との間の合意の有無及び内容】

　公開買付者と対象者は、平成23年６月10日付で、本賛同契約を締結しております。本賛同契約の概要は以下の通りです。

①　対象者は、公開買付期間の満了するまでの間、本公開買付け以外に対象者の株式について法第27条の２以下に規定され

る公開買付けが実施されたことその他の合理的な理由がない限り、本公開買付けに賛同し対象者の株主に対して本公開

買付けへの応募を勧める旨の出席した取締役全員の一致による取締役会決議を維持し、これを撤回又は変更する取締役

会決議を行わない。

②　対象者は、本賛同契約締結後、公開買付者との協議により両者が合意した内容に基づき、令第14条第１項第４号の「許

可等」の公開買付者による取得、その他本公開買付けを成立させるために必要な協力を行う。

③　対象者は、対象者の新株予約権の所有者をして、当該新株予約権の全部を行使させ、その結果当該所有者が取得した対

象者の株式の全部を本公開買付けに応募させるために合理的な努力を行う。

④　対象者は、対象者の従業員持株会が保有する全ての対象者の株式が本公開買付けに応募されることとなるよう、公開買

付者と協議の上、合理的な努力をする。

⑤　対象者は、本賛同契約締結以後公開買付期間が満了するまでの期間、更に本公開買付けが成立した場合は本取引による

対象者の完全子会社化が完了するまでの期間、善良なる管理者の注意をもって、かつ、本賛同契約締結日以前に行ってい

たところと実質的に同一かつ通常の業務遂行の方法により、対象者の業務の執行及び財産の管理・運営を行うものと

し、剰余金の配当、資本構成の変更及び組織再編行為その他通常の業務の範囲を超える行為又は対象者の経営・事業・

財産に重大な影響を及ぼす行為を行う場合には、公開買付者に予め同意を得る。ただし、その行為を行わないことが対象

者の取締役としての善良なる管理者の注意義務又は忠実義務の違反を構成するおそれがあると合理的に判断される場

合等についてはこの限りでない。

⑥　本公開買付けが成立した場合には、その後公開買付者の指定する者が対象者の役員に選任されるまでの期間、対象者

は、(ｉ)対象者の取締役のうち、本年６月に開催される定時株主総会における対象者の提案に係る取締役選任議案の候

補者とされない者が、同定時株主総会終結時をもって任期満了により退任する場合及び(ⅱ)公開買付者と別途合意した

場合を除き、現在の経営体制（正当な事由がある場合を除き、対象者の役員が引き続きその地位に留まりその職務を継

続すること、及び対象者の代表取締役社長が、引き続き対象者の唯一の代表取締役としてその地位に留まりその職務を

継続するとともに、その権限の範囲内において、対象者の通常業務の決定と執行を行うことを含む。）の維持に努める。

ただし、本公開買付けが成立した場合において、公開買付者が別途請求するときは、対象者は、速やかに株主総会を開催

した上で、公開買付者の指定する者を対象者の役員に選任するための議案を株主総会に上程する。また、本公開買付けが

成立した場合には、その後公開買付者の指定する者が対象者の役員に選任されるまでの期間、対象者は、対象者の取締役

会及び経営会議に対して公開買付者が指定する者２名をオブザーバーとして参加等させる。

⑦　対象者は、公開買付者が本公開買付けによって対象者の株式の全部を取得できなかった場合には、本公開買付けの完了

後、対象者の株主を公開買付者のみとするための手続として公開買付者が指定する手続を行うため、公開買付者に対し

て必要な協力を行う。ただし、本公開買付けの完了後の公開買付者の株券等所有割合、公開買付者以外の対象者の株主の

対象者の株式の所有状況及び関係法令についての当局の解釈等の状況等によって、対象者の取締役としての善管注意義

務及び忠実義務に反するおそれがあると合理的に判断される場合にはこの限りではない。

　また、対象者によれば、同日開催の対象者取締役会において、大和証券ＣＭから取得した株価算定書、ＴＭＩ総合法律事務所

から得た法的助言、第三者委員会の意見書その他の関連資料を踏まえ、当社による対象者の完全子会社化を目的とした本公

開買付けに関する諸条件について慎重に協議、検討を行った結果、成長戦略遂行をより確かなものとするため、戦略的事業

パートナーとの強固な関係を構築し、短期的な業績にとらわれることなく中長期的な視野に立ちスピード感をもって事業展

開していくことが最善の策であるとの判断に至り、当社を戦略的事業パートナーとし、その完全子会社として事業展開して

いくことが中長期的に対象者の企業価値の向上を実現していくために有効であると判断するとともに、本公開買付価格及び

本公開買付けのその他の諸条件は対象者の株主にとって妥当であり、本公開買付けは、少数株主を含む対象者の株主に対し

て合理的な株式売却の機会を提供するものであると判断し、また、本新株予約権については、当社が取得してもこれを行使で

きないおそれがあることに鑑み、第三者算定機関から価値算定に関する意見を取得しておらず、本新株予約権にかかる公開

買付価格の妥当性についての検証を行っていないことから、平成23年６月10日開催の対象者取締役会において、本公開買付

けについて賛同の意見を表明するとともに、対象者の株主に対し本公開買付けに応募することを推奨する旨、及び本新株予

約権に関して本公開買付けに応募するか否かについては、新株予約権者の判断に委ねる旨の決議をしたとのことです。

EDINET提出書類

ＫＤＤＩ株式会社(E04425)

公開買付届出書

29/34



　なお、対象者の取締役のうち、本応募契約を締結しているフェイスの持分法適用関連会社であるコロムビアの取締役を兼任

している吉田眞市氏及び阿部敏則氏は、利益相反の疑い回避の観点から、上記決議に関する審議及び決議には参加していな

いとのことです。また、監査役のうち、フェイスの取締役を兼任している佐伯浩二氏は、同様の観点から、対象者取締役会の上

記決議に関する審議には参加していないとのことです。

　上記対象者取締役会においては、コロムビアの取締役を兼任している上記取締役２名を除く取締役の全員が出席し、出席取

締役３名の全員一致で上記決議を行っているとのことです。また、フェイスの取締役を兼任している上記監査役１名を除く

監査役３名（うち社外監査役３名）の全員が、上記対象者取締役会に出席し、上記決議に異議はない旨の意見を述べている

とのことです。
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第５【対象者の状況】
 

１【最近３年間の損益状況等】

（１）【損益の状況】

決算年月 ― ― ―

売上高 ― ― ―

売上原価 ― ― ―

販売費及び一般管理費 ― ― ―

営業外収益 ― ― ―

営業外費用 ― ― ―

当期純利益（当期純損失） ― ― ―

 

（２）【１株当たりの状況】

決算年月 ― ― ―

１株当たり当期純損益 ― ― ―

１株当たり配当額 ― ― ―

１株当たり純資産額 ― ― ―

 

２【株価の状況】
 （単位：円）

金融商品取引所名
又は認可金融商品
取引業協会名

大阪証券取引所　ＪＡＳＤＡＱ市場（スタンダード）

月別 平成22年12月平成23年１月 ２月 ３月 ４月 ５月 ６月

最高株価 191,900 209,600 225,800 237,600 273,900 292,100 294,000

最低株価 160,900 172,200 193,700 149,600 198,000 233,100 269,000

　（注）　平成23年６月については、６月10日までのものです。

 

３【株主の状況】

（１）【所有者別の状況】

        平成　年　月　日現在

区分

株式の状況（１単元の株式数　株）

単元未満株
式の状況
（株）

政府及び地
方公共団体

金融機関
金融商品取
引業者

その他の法
人

外国法人等
個人その他 計

個人以外 個人

株主数（人） ― ― ― ― ― ― ― ― ―

所有株式数
（単元）

― ― ― ― ― ― ― ― ―

所有株式数の
割合（％）

― ― ― ― ― ― ― ― ―
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（２）【大株主及び役員の所有株式の数】

①【大株主】

  平成　年　月　日現在

氏名又は名称 住所又は所在地
所有株式数
（千株）

発行済株式の総数
に対する所有株式
数の割合（％）

― ― ― ―

― ― ― ―

― ― ― ―

― ― ― ―

計 ― ― ―

 

②【役員】

   平成　年　月　日現在

氏名 役名 職名
所有株式数
（千株）

発行済株式の総数に
対する所有株式数の
割合（％）

― ― ― ― ―

― ― ― ― ―

― ― ― ― ―

― ― ― ― ―

計 ― ― ― ―

 

４【継続開示会社たる対象者に関する事項】

（１）【対象者が提出した書類】

①【有価証券報告書及びその添付書類】

　事業年度　第22期（自　平成20年４月１日　至　平成21年３月31日）　平成21年６月26日関東財務局長に提出

　事業年度　第23期（自　平成21年４月１日　至　平成22年３月31日）　平成22年６月28日関東財務局長に提出

　なお、対象者によれば、対象者は、平成23年６月24日に、平成23年３月期（第24期）（自　平成22年４月１日　至　平成23

年３月31日）に係る有価証券報告書を提出する予定とのことです。
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②【四半期報告書又は半期報告書】

　事業年度　第24期第３四半期（第24期中）（自　平成22年10月１日　至　平成22年12月31日）　平成23年２月14日関東財

務局長に提出

　なお、対象者が平成22年11月11日に提出した第24期第２四半期報告書に記載された平成22年９月30日現在の大株主の

状況は以下のとおりです。

氏名又は名称 住所又は所在地
所有株式数
（株）

発行済株式の総数
に対する所有株式
数の割合（％）

株式会社フェイス
京都府京都市中京区烏丸通御池下る虎屋町
566-1

26,899 43.16

ゴールドマンサックスイン
ターナショナル（常任代理人
ゴールドマン・サックス証券
株式会社）

PETERBOROUGH COURT,133 FLEET
STREET,LONDON EC4A 2BB UNITED KINGDOM
（東京都港区六本木6-10-1）

4,774 7.66

ドイチェ バンク アーゲーロ
ンドン ピービー ノントリ
ティー クライアンツ 613
（常任代理人 ドイツ証券株
式会社）

TAUNUSANLAGE 12, D-60325 FRANKFURT AM
MAIN, FEDERAL REPUBLIC OF GERMANY
（東京都千代田区永田町2-11-1）

2,593 4.16

日本マスタートラスト信託銀
行株式会社（信託口）

東京都港区浜松町2-11-3 2,286 3.67

高津　祐一 東京都品川区 2,250 3.61

バークレイズ キャピタル セ
キュリティーズ ロンドン ケ
イマン クライアンツ（常任
代理人 スタンダードチャー
タード銀行）

1 CHURCHILL PLACE, LONDON E14 5HP,
UNITED KINGDOM
（東京都千代田区永田町2-11-1）

1,688 2.71

日本トラスティ・サービス信
託銀行株式会社（信託口）

東京都中央区晴海1-8-11 843 1.35

エイチエスビーシー ファン
ドサービシィズ クライアン
ツアカウント 500 ピー（常
任代理人 香港上海銀行東京
支店）

1 QUEEN'S ROAD CENTRAL HONG KONG
（東京都中央区日本橋3-11-1）

623 1.00

日本証券金融株式会社 東京都中央区日本橋茅場町1-2-10 480 0.77

株式会社和陽恒産 神奈川県川崎市川崎区渡田向町24-6 363 0.58

計 ― 42,799 68.67

　（注）１　対象者は自己株式4,129株（6.62％）を有しております。

２　平成22年６月28日付で、タワー投資顧問株式会社から変更報告書の写しの送付により平成22年６月14日時点で以下

の株式を所有している旨、及び当該提出会社の本店所在地変更の旨の報告を受けておりますが、保有株式数につい

て、対象者として第24期第２四半期会計期間末における実質所有株式数の確認ができておりません。

なお、当該提出会社より受領した変更報告書の写しの内容は以下のとおりであります。

（変更報告書の写しの内容）

提出者（大量保有者）　　タワー投資顧問株式会社

移転後本店所在地　　　　東京都港区芝大門一丁目２番18号

移転前本店所在地　　　　東京都港区芝大門一丁目12番16号

保有株券等の数　　　　　7,909株

株券等保有割合　　　　　12.98％
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　また、タワー投資顧問株式会社から平成23年３月16日付で関東財務局長に提出された大量保有報告書（変更報告書）

により、平成23年３月15日現在で以下の内容が報告されております。

提出者（大量保有者）　　タワー投資顧問株式会社

本店所在地　　　　　　　東京都港区芝大門１丁目２番18号　野依ビル２階

保有株券等の数　　　　　9,878株

株券等保有割合　　　　　15.85％

 

③【臨時報告書】

　該当事項はありません。

 

④【訂正報告書】

　訂正報告書（上記第22期有価証券報告書の訂正報告書）を平成21年７月24日に関東財務局長に提出

 

（２）【上記書類を縦覧に供している場所】

株式会社大阪証券取引所

（大阪府大阪市中央区北浜一丁目８番16号）

 

５【その他】

　対象者は、平成23年５月11日に以下の内容の平成23年３月期決算短信を公表しております。当該公表に基づく、同期の対象

者の損益状況は以下のとおりです。なお、以下の公表内容の概要は、対象者が公表した内容を一部抜粋したものであり、公開

買付者はその正確性及び真実性について独自に検証しうる立場になく、また実際かかる検証を行っておりません。詳細につ

きましては、当該公表の内容をご参照下さい。

①　損益の状況

（百万円）決算年月 平成23年３月期（第24期）

売上高 75,168

売上原価 69,322

販売費及び一般管理費 4,466

営業外収益 41

営業外費用 0

当期純利益 933

 

②　一株当たりの状況

決算年月 平成23年３月期（第24期）

１株当たり当期純利益 16,089.90円

１株当たり配当額 1,000.00円

１株当たり純資産 52,602.08円
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